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根拠法  独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法（平成 14

年法律第 167 号） 

主務府省 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課施設管理室、政策

統括官付政策評価官（評価委員会庶務） 

設立年月日 平成 15 年 10 月 1 日 

沿 革  昭 46.1 特殊法人心身障害者福祉協会 → 平 15.10 独立行政法人国立重度知的障

害者総合施設のぞみの園 

目 的 重度の知的障害者に対する自立のための先導的かつ総合的な支援

の提供、知的障害者の支援に関する調査及び研究等を行うことにより、知

的障害者の福祉の向上を図ること。 

業務の範囲 １．重度の知的障害者に対する自立のための先導的かつ総合的

な支援を提供するための施設を設置し、及び運営すること。２．知的障害

者の自立と社会経済活動への参加を促進するための効果的な支援の方法に

関する調査、研究及び情報の提供を行うこと。３．障害者支援施設におい

て知的障害者の支援の業務に従事する者の養成及び研修を行うこと。４．

知的障害者の支援に関し、障害者支援施設の求めに応じて援助及び助言を

行うこと。５．上記１から４に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

財務及び予算の状況 

＜資本金＞ １５，１８９百万円 

＜国有財産の無償使用＞ なし 

＜予算計画＞                      （単位：百万円） 

 
区   別 

中期計画予算 
（平成 25～29年度） 

平成 25 年度 
予算 

収
入 

運営費交付金 
国庫補助金収入 
事業収入 

 8,575 
－ 

 7,859 

 1,845 
    12 
 1,421 



 

うち、介護給付費・訓練等給付費収入 
うち、地域生活支援事業費収入 
うち、計画相談支援給付費収入 
うち、診療収入 
うち、実習生等受入負担金等収入 
うち、障害児通所給付費等収入 

受託収入 
施設整備費補助金 

計 

 7,094 
    36 
     1 
   485 
   243 
     0 
     0 
   385 
16,819 

 1,288 
     7 
     0 
    97 
    29 
     0 
     0 
     0 
 3,278 

支
出 

役員及び管理部門職員に係る人件費 
うち、基本給等 
うち、退職手当 

一般管理費 
業務経費 

施設運営業務経費 
うち、人件費（基本給等・退職手当） 
うち、物件費 

知的障害者自立支援等調査・研究費 
うち、人件費（基本給等・退職手当） 
うち、物件費 

知的障害者自立支援等情報提供費 
うち、人件費（基本給等・退職手当） 
うち、物件費 

知的障害者支援関係職員等養成研修費 
うち、人件費（基本給等・退職手当） 
うち、物件費 

知的障害者支援関係施設援助・助言経費 
うち、人件費（基本給等・退職手当） 
うち、物件費 

附帯業務経費 
うち、障害福祉サービス業務経費 

うち、人件費（基本給等・退職手当） 
うち、物件費 

うち、地域生活支援業務経費 
うち、人件費（基本給等・退職手当） 
うち、物件費 

うち、診療業務経費 
うち、人件費（基本給等・退職手当） 
うち、物件費 

うち、実習生等受入業務経費 
うち、人件費（基本給等・退職手当） 
うち、物件費 

  うち、障害児通所支援業務経費 
   うち人件費（基本給等・退職手当） 

うち、物件費 
受託経費 

うち、人件費（基本給等・退職手当） 
うち、物件費 

施設整備費 
計 

 1,059 
 1,044 
    15 
   380 
14,995 
12,770 
 9,009 
 3,761 
   268 
   181 
    87 
    97 
    39 
    58 
   224 
   100 
   124 
    89 
    86 
     3 
 1,547 
   133 
   108 
    25 
    13 
     0 
    13 
 1,392 
   858 
   534 
     9 
     0 
     9 
     0 
     0 
     0 
     0 
     0 
     0 
   385 
16,819 

   201 
   201 
     0 
   122 
 2,955 
 2,511 
 1,941 
   570 
    63 
    33 
    30 
    21 
     7 
    14 
    45 
    16 
    29 
    16 
    15 
     1 
   299 
    26 
    20 
     6 
     3 
     0 
     3 
   268 
   188 
    80 
     2 
     0 
     2 
     0 
     0 
     0 
     0 
     0 
     0 
     0 
 3,278 

＜短期借入金の限度額＞ ３１０百万円 



組織の概要 

＜役員＞ （理事長・定数１人・任期：任命の日から中期目標の期間の末日

まで）遠藤 浩 （理事・定数２人・任期：理事長が定める期間）中川 英

男、原 隆 （監事・定数２人・任期２年）（非常勤）前田 秀信 

＜職員数＞ ３６４人 （常勤２１０人、非常勤１５４人） 

＜組織図＞ 

監 査 室

事業企画・管理課

研 修 ・ 養 成 課

地 域 支 援 課

理 事理 事 長

監 事 （医療担当）

（調査研究担当）

（社会生活支援担当）
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臨 床 心 理 科

支援調整役
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機 能 訓 練 科

看 護 課

療 育 支 援 課

（社会生活支援担当）

社 会 生 活 支 援 課

就 労 支 援 課

地域支援部

参 事

（地域支援担当）

総 務 課

会 計 課

生 活 支 援 課

活 動 支 援 課

庶 務 課

管 理 室

相 談 支 援 課

研 究 課

総 務 部

事業企画局

事業企画部

研 究 部

施設事業局

生活支援部

 



中期目標 

 
第１ 中期目標の期間 

   独立行政法人通則法（以下「通則法」という。）第２９条第２項第１号の中期目標の期間は、

平成２５年４月１日から平成３０年３月３１日までの５年間とする。 

 

第２ 業務運営の効率化に関する事項 

   通則法第２９条第２項第２号の業務運営の効率化に関する事項は、次のとおりとする。 

 

 １ 効率的な業務運営体制の確立 

「独立行政法人整理合理化計画」（平成１９年１２月２４日閣議決定。以下、「整理合理化計

画」という。）及び「独立行政法人の事務･事業の見直しの基本方針」（平 成２２年１２月７日

閣議決定。以下「見直しの基本方針」という。）等の既往の閣議決定等に示された政府方針、並

びに「のぞみの園の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性」（平成２５年１月２１日

総務省政策評価・独立行政法人評価委員会勧告。以下「勧告の方向性」という。）に基づく取組

を着実に実施することにより、業務の質の確保を図りつつ、独立行政法人に求められている業務

運営の効率性、自律性及び質の向上を図るため、次の目標を達成すること。 

 

 （１）効率的な業務運営体制の確立 

    提供するサービスの質を確保しつつ、効率的かつ柔軟な組織編成を行うとともに、地域移行

等による施設利用者の減少に応じて、関係部門の体制の縮小を図っていくとともに、将来の方

向性やビジョンを再検討した上で適正な人員の配置や資質の高い人材をより広く求めること

等を行うことにより、全体として人員・コストを縮減すること。 

    また、整理合理化計画、見直しの基本方針及び勧告の方向性等を踏まえた給与水準の適正化

等について、引き続き取り組むこと。 

    さらに、給与水準について常に検証し、その検証結果や取組状況を公表し、十分に国民の理

解が得られるものとすること。 

 

 （２）内部統制・ガバナンス強化への取組 

    整理合理化計画及び勧告の方向性等に基づき、効率的かつ的確な業務遂行を図るため、内部

統制・ガバナンスについて更に充実･強化を図ること。 

    その際、総務省の「独立行政法人における内部統制と評価に関する研究会」が平成２２年３

月に公表した報告書（「独立行政法人における内部統制と評価について」）、及び総務省政策

評価・独立行政法人評価委員会から独立行政法人等の業務実績に関する評価の結果等の意見と

して各府省独立行政法人評価委員会等に通知した事項を参考にするものとすること。 

 

 （３）業務運営の効率化に伴う経費節減 

    一般管理費及び事業費等の経費（運営費交付金を充当するもの〈定年退職者に係る退職手当

に相当する経費を除く。〉）について、中期目標期間の最終年度（平成２９年度）の額を、前

中期目標期間の最終年度（平成２４年度）と比べて１６％以上節減すること。 

    なお、総人件費については、政府の方針を踏まえ、適切に対応すること。 

 

 ２ 効率的かつ効果的な施設・設備の利用 

   既存の施設・設備を有効活用しつつ、効率的かつ効果的な業務運営を図ること。 

 

 ３ 合理化の推進 

   契約は、原則として一般競争入札等によるものとし、以下の取組により、引き続き随意契約の

適正化を推進すること。 

 



  ① 整理合理化計画に基づき、のぞみの園において策定した「随意契約等見直し計画」（平成２

２年４月策定）の取組を着実に実施するとともに、その取組状況を公表すること。 

 

  ② 一般競争入札等により契約を行う場合であっても、特に企画競争や公募を行う場合には、競

争性、透明性が十分に確保される方法により実施すること。 

 

  ③ 監事及び会計監査人による監査及び契約監視委員会において、入札・契約の適正な実施につ

いて徹底的なチェックを受けること。 

 

第３ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

   通則法第２９条第２項第３号の国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関す

る事項は、次のとおりとする。 

 

 １ 自立支援のための取組 

 （１）重度知的障害者のモデル的な支援を行うことにより、施設入所利用者の地域への移行を引き

続き推進していくこと等により施設入所利用者数について、第２期中期目標終了時（平成２５

年３月３１日）と比較して、１６％縮減すること。 

 

 （２）高齢の施設入所利用者に対する専門性の高い支援を実践すること。 

    特に、認知症を発症した者、機能低下の著しい者及び医療的ケアの必要な者に対する専門性

の高い支援を実践すること。 

 

 （３）今後の新たな施設入所利用者の受入 

    下記の①と②の者に特化したものとする。  

 

  ① 著しい行動障害等を有する者や精神科病院に社会的入院等をしている知的障害者を受け入れ

ることとし、有期限のモデル的支援として取り組むこと。 

 

  ② 福祉の支援を必要とする矯正施設を退所した知的障害者を受け入れることとし、有期限のモ

デル的支援として取り組むこと。 

    なお、実施に当たっては、特に法務関係機関と連携･協力を図ること。 

 

 （４）発達障害児・者支援のニーズに的確に対応するため、就学前から成人まで切れ目なく支援す

るための体制を整備して、新たな事業に取り組むこと。 

 

 （５）平成２５年４月から施行される障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律（平成１７年法律第１２３号。以下、「障害者総合支援法」という。）に基づく、のぞみの

園が実施する重度知的障害者へのモデル的支援事業については、審議会等での議論を踏まえ

て、今後、その取組内容等や支援対象者について具体的に指示するものとすること。 

 

 （６）上記（１）から（５）までの重度知的障害者等に対する自立のための先導的かつ総合的な支

援を行うことにより、サービスモデル等を構築し、他の障害者支援施設・事業所で活用ができ

るようその普及に取り組むこと。 

 

 ２ 調査・研究 

 （１）調査・研究のテーマ等 

    重度あるいは高齢知的障害者の地域生活支援、行動障害等を有するなど著しく支援が困難な

者等への自立支援業務で得たノウハウや事例に関する調査研究、情報提供については、のぞみ

の園でなければ実施できないものに特化し、各年度において具体的なテーマ等を設定し調査・



研究を行うこと。 

なお、テーマ等の設定に当たっては、障害福祉施策の動向や社会的ニーズを踏まえ、障害福

祉施策の推進に資するものであって、かつ、その成果が知的障害関係施設等で活用されるなど

実効性のあるものとなるよう努めること。 

    

 （２）調査・研究の実施体制等 

    調査・研究の基本的な方針や内容について、大学や関係機関等との連携・協力を行うことで、

充実を図ること。 

 

 （３）成果の積極的な普及・活用 

    調査・研究の成果について、広報媒体の活用、講演会等の開催、各種研究会等の活用を通し

て、積極的な情報発信を行うことにより、知的障害関係施設等における普及・活用を図ること。 

 

 ３ 養成・研修 

   障害者福祉や保健医療に従事する者の資質向上を図るため、研修会及びセミナーを開催すると

ともに、知的障害者支援業務に従事する専門家を育成するための取組を行う。 

   また、ボランティアを希望する者には、実践の機会を提供すること。 

   なお、養成・研修の成果等が知的障害関係施設等で活用されるなど、実効性のあるものとなる

ように内容等を具体的に設定するとともに、成果等を発表する機会を設けること。 

 

 ４ 援助・助言 

   重度知的障害者の地域移行、障害者総合支援法に基づくサービスの支援技術等、のぞみの園に

おける専門的・先駆的な取り組みや調査・研究の成果等に基づき、知的障害関係施設等の求めに

応じて援助・助言を行うことにより、知的障害関係施設等における自立支援活動に寄与すること

が可能となるよう、実効性のあるものとすること。 

   また、援助・助言の業務の周知を図り、全国の知的障害関係施設等からの利用がなされるよう

努めること。 

 

 ５ その他の業務 

   前４事項に附帯する各種の業務を行うこと。 

 

 ６ 前５事項で提供するサービスに対する第三者から意見等を聴取する場の確保 

   適切なサービスの提供と業務運営の向上を図るため、第三者から意見等を聴取する機会を確保

するとともに、第三者評価機関による福祉サービスの評価を実施すること。 

   また、その評価結果等を公表し、事業運営への反映に努めること。 

 

第４ 財務内容の改善に関する事項 

   通則法第２９条第２項第４号の財務内容の改善に関する事項は、次のとおりとする。 

 

 １ 自己収入の増加に努めることにより、中期目標期間中において、総事業費（定年退職者に係る

退職手当を除く。）に占める自己収入の比率を、４０％以上にすること。 

 

 ２ 経費の節減を見込んだ予算による業務運営の実施 

   「第２ 業務運営の効率化に関する事項」で定めた事項に配慮した中期計画の予算を作成し、

当該予算内で健全な運営を行うこと。 

 

第５ その他業務運営に関する重要事項 

   通則法第２９条第２項第５号のその他業務運営に関する重要事項は、次のとおりとする。 

 



 １ 施設整備や改修等については、適切な支援サービスの確保に留意しつつ、施設利用の状況、社

会経済情勢を踏まえ、その必要性や経費の水準等について十分に精査すること。 

 

 ２ 政府の方針を踏まえ、適切な情報セキュリティ対策を推進すること。 



（単位：円）

資産の部
Ⅰ 流動資産

現金及び預金 440,301,373
たな卸資産 3,347,387
前払費用 67,292
未収入金 612,784,279

流動資産合計 1,056,500,331

Ⅱ 固定資産
１ 有形固定資産

建物 6,857,428,445
減価償却累計額 △ 1,934,823,115
減損損失累計額 △ 31,245,161 4,891,360,169

構築物 1,289,681,288
減価償却累計額 △ 566,945,142 722,736,146

車両運搬具 74,966,086
減価償却累計額 △ 48,514,129 26,451,957

工具器具備品 498,801,507
減価償却累計額 △ 290,862,309 207,939,198

立木竹 201,347,737
土地 8,873,648,500
建設仮勘定 2,940,000

有形固定資産合計 14,926,423,707

２ 無形固定資産
ソフトウエア 1,939,980
電話加入権 169,000

無形固定資産合計 2,108,980

３ 投資その他の資産
長期前払費用 82,500
敷金・保証金 235,600

投資その他の資産合計 318,100
固定資産合計 14,928,850,787

15,985,351,118

負債の部
Ⅰ 流動負債

未払金 988,574,211
未払費用 39,135,406
未払消費税等 379,000
短期リース債務 1,128,395

流動負債合計 1,029,217,012
Ⅱ 固定負債

資産見返負債
資産見返運営費交付金 826,958,184
資産見返補助金等 77,067,996
資産見返寄附金 4,760,133

   建設仮勘定見返運営費交付金 2,940,000 911,726,313
長期リース債務 2,764,565
引当金

環境対策引当金 20,815,200 20,815,200
固定負債合計 935,306,078

1,964,523,090

純資産の部
Ⅰ 資本金

政府出資金 15,189,098,667
資本金合計 15,189,098,667

Ⅱ 資本剰余金
資本剰余金 1,397,217,275
損益外減価償却累計額 △ 2,539,980,876
損益外減損損失累計額 △ 31,245,161

資本剰余金合計 △ 1,174,008,762

Ⅲ 利益剰余金
当期未処分利益 5,738,123
（うち当期総利益）

利益剰余金合計 5,738,123
14,020,828,028
15 985 351 118

(5,738,123)

純資産合計
負債純資産合計

貸  借 対 照 表
（平成25年3月31日）

資産合計

科 目 金 額

負債合計

【独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園】



（単位：円）

経常費用
業務経費

職員給与 1,436,084,466
退職手当 497,136,400
法定福利費 265,970,803
水道光熱費 103,524,388
燃料費 8,715,251
業務委託費 150,727,681
医薬品等費 23,285,182
利用者給食費 78,968,595
減価償却費 57,531,998
その他 697,170,761 3,319,115,525

一般管理費
役員報酬 38,049,482
職員給与 103,155,549
退職手当 10,380,000
法定福利費 20,056,419
業務委託費 1,364,868
減価償却費 20,637,412
その他 55,955,967 249,599,697

財務費用
支払利息 132,132 132,132

経常費用合計 3,568,847,354

経常収益
運営費交付金収益 1,673,405,400
事業収入

介護給付費・訓練等給付費収入 1,625,540,465
地域生活支援事業費収入 9,487,790
サービス利用計画作成費収入 817,065
診療収入 123,993,779
実習生等受入負担金収入 4,328,400
作業生産物等売払収入 28,082,357
その他 5,523,204 1,797,773,060

受託収入 3,910,000
補助金等収益

国庫補助金収益 10,791,793
資産見返戻入

資産見返運営費交付金戻入 72,131,482
資産見返補助金等戻入 3,141,208
資産見返寄附金戻入 1,838,466 77,111,156

施設費収益 11,278,406
寄附金収益 300,000
財務収益

受取利息 15,662
経常収益合計 3,574,585,477
経常利益 5,738,123
臨時収益

  施設費収益 21,473,514
臨時損失

固定資産除却損 21,473,514
当期純利益 5,738,123
当期総利益 5,738,123

損  益 計 算 書
（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

科 目 金 額



 


